
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

日  時：平成24年11月18日(日) 午後1時より 
 
場  所：日の里２丁目公民館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日の里２丁目町内会 

 
 

取扱注意 

 

この総会資料に掲載された名簿等の個人情報は、町内会の活動以外の目的には使用できません

ので、取扱いについてはくれぐれもご注意願います。 

平成 24 年度 

 臨時総会 議案書 
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日の里２丁目臨時総会次第 

 

1. 開会のことば 

2. 町内会長あいさつ 

3. 議長選出 

4. 議 事 

・第１号議案 ブロック再編成について 

・第２号議案 町内会規約改正について 

・第３号議案 役員報酬・行動費改正について 

・その他 

5. 議長解任 

6. 閉会のことば 
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第１号議案 ブロック再編成について 

 

 

現行ブロック  提案ブロック   

ブロック名 組 世帯数 ブロック名 組 世帯数 

A 1 16 A 1 16 

A 2 18 A 2 18 

A 3 20 A 3 20 

A 4 16 A 4 16 

A 5 13 A 5 13 

ブロック計  83 A 6(B) 16 

B 6 16 ブロック計  99 

B 7 24 B 7 24 

B 8 18 B 8 18 

B 9 27 B 9 27 

B 10 16 B 21 24 

B 21 24 B 23 12 

B 23 12 ブロック計  105 

ブロック計  137 C 10(B) 16 

C 11 22 C 11 22 

C 13 26 C 13 26 

C 14 11 C 20(D) 25 

C 22 12 C 22 12 

ブロック計  71 ブロック計  101 

D 16 19 D 14(C) 11 

D 17 23 D 16 19 

D 18 25 D 17 23 

D 19 14 D 18 25 

D 20 25 D 19 14 

ブロック計  106 ブロック計  92 

合計  397 合計  397 

       

 
ブロック再編成後は、各ブロックが5～6組、おおよそ100世帯で編成され、飛び地は解消される。 
これにより、5役や専門部長をブロック持ち回りで推薦することが当分の間可能である。 
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第２号議案 町内会規約改正について 

＜役員選出方法の見直し＞ 

 現行の 5 役(5 名)と専門部長・副部長(6 名)を各ブロックが持ち回りで推薦する方式では以下のような

問題点を抱えている。 

（１）会長の任期は1年に限られる。会長は、町内会の運営の責任を負うとともに、区協議会の業務を分

担し、協議会と町内会の連携、さらに宗像市行政事務連絡員を兼ねる。任期1年では責務の遂行が

かなり困難である。 

（２）高齢化により推薦が困難な組が顕在化している。 
 

これに対して、 

（１）町内会長は、選考委員会を設けて町内全体から選考する。任期は 3 年を限度として重任を認める。 

（２）専門部副部長は、各専門部に属する隣組長のうちから互選により選出する。 

 
これにより、毎年ブロックが持ち回りで推薦する役員は、会長を除く4役(4名)、または専門部長(教育

文化、健康福祉、生活環境、計3名)となり推薦の負担が軽減される。なお、会長選考委員会は、副会長1
名と各ブロックから隣組長1名、合計5名からなり、副会長を委員長とする。 

 

＜規約の改正＞ 

 役員選出方法の見直しに伴い、町内会規約の改正が必要となった。 
（１） 現行規約第 6 条で定められた役員の定義を改めて、役員、専門職、隣組長に細分した。専門職と

は、専門部長、専門部副部長、公民館副館長の総称である。 
（２） 役員、専門職、隣組長の選出について第11条を改めた。 

（３） 町内会長に立候補できるものを明確にするために第 2 条の見出し【組織及び構成員】を【組織及

び会員】に改めた。 

（４） 表記上の不具合をできる限り訂正した。 

例：「出来る」⇒「できる」、「おく」⇒「置く」、「通り」⇒「とおり」 

 

 

第３号議案 役員報酬・行動費改正について 

会長の報酬は、現行10万円を20万円に、主任福祉員の行動費は、現行1万5千円を健康福祉部長の報

酬と同額の3万円に改正する。 
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平成 24 年 ２丁目町内会臨時総会 出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※定数は、町内会規約第１５条に基づき算出しております。 
※総会成立のための最低人数(委任状含む)は、町内会規約第１８条に基づき算出しております。 

＜平成24年度役員＞

氏　名　 ﾌﾞﾛｯｸ 組 氏　名
町内会 会長 1
同 副会長 2
同 副会長 3
同 書記 4
同 会計 5

教育文化部 部長 6
同 副部長 7

生活環境部 部長 8
同 副部長 9

健康福祉部 部長 10
同 副部長 21

23
11
13
14
22
16
17
18
19
20

33役員人数合計

専
門
部

Ｂ

他
顧問

公民館副館長

Ｃ

Ｄ

五役・専門部 隣組組長
役職名

五
役

Ａ

＜臨時総会代議員＞

ﾌﾞﾛｯｸ 組 氏　名 代議員数 世帯数 定数 役職 組 氏名

1 2 16 2 民生・児童委員 3

2 2 18 2 青少年指導委員 2

3 2 20 2 16

4 2 16 2
5 1 13 1 子ども会会長 18

6 2 16 2 老人会会長 10

7 － 1 24 2 防犯委員 13

8 － 1 18 2 防災委員 5

9 － － 1 27 3
10 － 1 16 2
21 － 1 24 2
23 1 12 1
11 2 22 2
13 － － 1 26 3
14 1 11 1
22 1 12 1
16 － 1 19 2
17 － 1 23 2
18 － 2 25 3
19 1 14 1
20 － － 1 25 3

28 397 41

臨時総会成立のための最低人数 54

合　計 7

臨時総会構成員（役員、代議員）人数合計 81

Ｂ

Ｃ

Ｄ

隣　組　選　出　代　議　員 各種団体役員・委員

Ａ 宗像交通安全協会
評議委員
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